
令和５年度 足立区地域保健福祉推進協議会 

第３回「介護保険・障がい福祉専門部会」    令和５年９月７日 

件  名 
足立区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画策定に伴う中間報告（案）に

ついて 

所管部課 福祉部高齢者施策推進室高齢福祉課、地域包括ケア推進課、介護保険課 

内  容 

令和６年度から８年度までを計画期間とする「足立区高齢者保健福祉計画・第９

期介護保険事業計画 中間報告（案）」（以下「中間報告」という。）がまとまっ

たので報告する。 

１ 主な内容 

第１章 足立区地域包括ケアシステム 

足立区における地域包括ケアシステムの考え方と、それを実現

するための役割等を記載。 

第２章 高齢者保健福祉計画の概要 

計画策定の目的や位置付け等を記載。 

第３章 区の現状 

足立区の人口の現状と推計、地域包括ケアシステムビジョンの

１８本の柱における成果指標（令和４年度実績）や高齢者等実

態調査の結果から見えてきた今後の課題等を記載。 

第４章 高齢者保健福祉計画の基本理念と施策 

基本理念の設定と施策体系の見直し、各体系の取組方針と紐づ

く重点施策等を記載。 

第５章 第９期介護保険事業計画 

今後のサービス利用者数や施設整備計画等から３か年の給付費

を推計し、第９期介護保険料を検討案として提示。 

① 期間中に、準備基金を取り崩し、介護保険料基準額の上 

昇抑制を図る 

② 所得別段階のさらなる多段階化を検討 

③ 第 8期保険料基準額 6,760円 

⇒ 第 9期保険料基準額（案） 7,220円～7,520円 
 

２ 今後の予定 

（１）９月下旬に中間報告を策定 

（２）公聴会（※）を６回開催【あだち広報９月２５日号に掲載】 

 日時 場所 

① 10月 17日(火)19時～ 江北地域学習センター 第１・第２学習室 

② 10月 21日(土)14時～ 竹の塚地域学習センター レクホール 

③ 10月 24日(火)14時～ 生涯学習センター 研修室１ 

④ 10月 27日(金)14時～ 保塚地域学習センター 第１・第２学習室 

⑤ 10月 29日(日)14時～ 勤労福祉会館 第２洋室 

⑥ 10月 31日(火)19時～ 梅田地域学習センター 第１学習室 

  ※ 介護保険料額など影響するところの大きい本計画について、直接、区民の

方などから意見を聴く会のこと。 

資料 ２ 

  



令和５年度 足立区地域保健福祉推進協議会 

第３回「介護保険・障がい福祉専門部会」    令和５年９月７日 

件  名 令和５年度認知症月間の取組について 

所管部課 福祉部 高齢者施策推進室 地域包括ケア推進課 

内  容 

世界アルツハイマー月間（※）にあわせ９月の「認知症月間」に以下の取り組みを

行う。 

 

※ 国際アルツハイマー病協会（ＡＤＩ）が認知症への理解をすすめ本人や家族へ 

の施策の充実を目的に９月を世界アルツハイマー月間として、世界各国で啓発活 

動を行う期間です。 

  

１ 目的 

  早いうちから認知症について正しく知るとともに、区の認知症施策の取り組みに

ついて情報を得るきっかけづくりを行う 

 

２ 対象 

（１）４０代から５０代の区民 

（２）認知症ご本人及びそのご家族 

 

３ 期間 

令和５年９月１日（金）～９月３０日（土） 

 

４ 内容及び場所 

（１）認知症に関するパネル展示 

  ア 展示テーマ 

    認知症の本人の視点から認知症を知る 

  イ 場所 

  （ア）アリオ西新井（９月１日～２９日） 

  （イ）足立区役所１階アトリウム（９月４日～２１日） 

（２）アリオ西新井イベント（９月２３日・２４日） 

  ア 認知症の理解をテーマにしたデジタルクイズ 

  イ 認知症 VR体験 

（３）周知方法 

  ア 区ホームページ、デジタルサイネージ 

  イ 区内公共施設や関係・協力機関等にてポスター掲示とリーフレット配架 

（４）スケジュール 

   別紙のとおり 
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令和５年度 足立区地域保健福祉推進協議会 

第３回「介護保険・障がい福祉専門部会」    令和５年９月７日 

件  名 令和４年度介護保険事業の実績について 

所管部課 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 

内  容 

第９期介護保険事業計画の策定に向け、令和４年度介護保険事業の実績につい
て、以下のとおり報告する。 

※詳細は別添「あだちの介護保険（令和元年度実績）【抜粋版】」を参照 

（【完成版】は１１月の専門部会で配布予定） 

※（ ）内の数値は前年度の数値 

１ ６５歳以上の被保険者（第一号被保険者） 
（１）６５歳以上の被保険者数 

１６９，２０４人（１７０，４１１人） 前年度比１，２０７人減、０．７％減 

※ 住所地特例の制度があるため「６５歳以上人口」とは一致しない。 

（２）介護保険料収納率 
９９．０％（９８．９％） 前年度比０．１ポイント増 

※ ４年度収納率、３年度収納率とも、決算額による。 

２ 要支援・要介護認定者数 
３７，６８７人（３７，１７６人）前年度比５１１人増、１．４％増 

３ 保険給付状況 
（１）介護サービス受給者数 

３０，９９６人（３０，４４９人）  前年度比５４７人増、１．８％増 
（２）保険給付費 

５７，２０６，６４１千円（５６，３１９，０３７千円） 
前年度比８８７，６０４千円増、１．６％増 
 

≪参考≫【総人口、６５歳以上人口、高齢化率の推移】（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和５年４月１日時点で、足立区における高齢化率は２４．５１％であり、前

年度より０．２４ポイント低下した。 
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令和５年度 足立区地域保健福祉推進協議会 

第３回「介護保険・障がい福祉専門部会」    令和５年９月７日 

件  名 令和５年度地域密着型サービスの整備・運営事業者の公募結果について 

所管部課 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 

内  容 

地域密着型サービスの整備・運営事業者の公募について、結果を報告する。 

 

１ 応募事業者数 

No サービス種別 募集数 応募数 

１ 認知症高齢者グループホーム １ なし 

２ 小規模多機能型居宅介護 ２ なし 

３ 看護小規模多機能型居宅介護 ２ なし 

 

２ 結果 

事前の相談は複数あったが、それぞれのサービス種別に適した土地建

物が確保できなかったことから、いずれのサービス種別においても募集

期間中に応募はなかった。 

 

３ その他 

令和６年度から８年度の第９期介護保険事業計画において、申込者を

増やすため、公有地も活用していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 ５ 



令和５年度 足立区地域保健福祉推進協議会 

第３回「介護保険・障がい福祉専門部会」    令和５年９月７日 

件  名 国の雇用施策との連携による重度障がい者等就労支援特別事業の実施について 

所管部課 福祉部 障がい福祉課・障がい援護担当 

内  容 

現行の障害福祉サービスにおいて、「経済活動」を理由に利用が認められていな

い通勤や職場等にかかる支援について、就労支援の一環として、国の雇用施策との

連携による「重度障がい者等就労支援特別事業」を、以下の内容で実施することと

したので報告する。 

１ 目的 

民間企業で雇用されている障がい者及び自営業等に従事する障がい者に対し、

通勤支援や職場における支援を行うことにより、重度障がい者等の雇用の促進及

び就労機会の拡大を図る。 
 

２ 対象者 

民間企業等に就労する障がい者で、①重度訪問介護、②同行援護または③行動

援護を利用している者。ただし、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会

議員等の公務で雇用されている者は除く。 
 

３ 事業内容 
 
（１）民間企業で雇用されている方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自営業者等（当該自営等に従事することにより所得の向上が認められる者等） 
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JEED：障害者雇用助成金*で対応 

 

支給対象となる措置 

（例） 

① 通勤支援（年 3か月まで） 

② 文書の朗読や作成 

③ 機器の操作や入力作業 

④ 業務上の外出や付き添い 

             等 

区：地域生活支援事業で対応 
 
助成金支給範囲外の措置 

（例） 

① 年 3か月を超える通勤支援 

② 喀痰吸引 

③ 姿勢の調整 

④ 安全確保のための見守り 

             等 

自
己
負
担 

セットで 

実施 

*JEED（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構）＝高齢者や障害者の雇用を支援する業務等

を行う厚生労働省所管の独立行政法人 

区：地域生活支援事業で対応 

（例） 

① 通勤支援        ④喀痰吸引 

② 文書の朗読や作成    ⑤姿勢の調整等 

③ 機器の操作や入力作業  ⑥安全確保のための見守り 

                         等 

自
己
負
担 



４ 申請の流れ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 利用者負担 

（１）利用者負担は１割（負担上限月額あり） 

（２）給付費は指定障害者福祉サービス事業者が区に代理請求 

または利用者へ償還払い 

（３）通勤支援にかかる同行介助者の交通費は利用者負担 
 

６ 事業開始日 

   令和５年９月１日 
 

７ 周知方法 

（１）対象者および指定障害福祉サービス事業者へ通知 

（２）関係団体へ説明会を実施 

（３）区ホームページ掲載 

 

 

 

民間企業で雇用されている方 

職場での支援について会社と相談 

障がい者、サービス提供事業

所、相談支援事業所、援護係職

員等 

で協議をして作成 

会社と障がい者、サービス提供事業所、 

援護係職員等で協議をして作成 

会社が JEED に提出、確認された支

援計画書は企業に返戻される 

個人事業主・自営業等の方 

関係機関と相談して支援計画書を作成 

「障害者雇用助成金」と「重度障

害者等就労支援特別事業」の利用

について会社が同意 

計画書を JEEDに提出・確認を受ける 

支援計画書と必要書類を添えて区に申請 

 

関係機関と相談して支援計画書を作成 

区が申請内容を審査して支給決定 

利用者と指定事業所が契約し、サービス提供開始 

 



令和５年度 足立区地域保健福祉推進協議会 

第３回「介護保険・障がい福祉専門部会」    令和５年９月７日 

件  名 「補聴器手帳」の作成について 

所管部課 福祉部 障がい福祉センター 

内  容 

きこえにお困りの方へのさらなる支援策として、以下の事業を行うこととした

ので報告する。 

 

１ 「補聴器手帳」の作成について 

（１）概要 

きこえに関する履歴情報（下記※）等を１冊の手帳に記録することで、その

後の各種相談や補聴器購入・調整等を円滑に行えるようにする。 

 

※ 履歴情報・・・別添「補聴器手帳」（Ａ５版）参照 

①行政機関や医療機関で受けた相談内容 

②聴力検査の結果 

③補聴器販売店での補聴器調整状況  等 

 

（２）配布等 

障がい福祉課、障がい福祉センター、高齢福祉課の各窓口で配布。 

なお、利用状況等を見たうえで、配布場所の拡大も検討する。 

 

２ 今後の方針 

（１）あだち広報、区ホームページ等で周知していく。 

（２）利用状況等を踏まえて、関係機関とも調整しながら必要な改善を行ってい 

く。 
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（３）パブリックコメントの実施【あだち広報９月２５日号に掲載】 

   実施期間 １０月１６日（月）～１１月１６日（木） 

（４）令和６年３月、本計画の策定 

３ 問題点・今後の方針 

この中間報告は現段階での考え方を提示するものである。今後、区民の意見や

厚生労働省の通知内容を検討し、本計画を策定する。 

 


